
野
焼
き
（
野
外
焼
却
）
は

　

 

法
律
で
禁
止 

さ
れ
て
い
ま
す

　

野
外
で
の
廃
棄
物
焼
却
行
為
（
野
焼
き
）は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
な
ど
を
発
生
さ
せ
悪
臭
や
ば
い
じ
ん
等
の
原
因
に
な
り
、
周

辺
住
民
の
健
康
や
生
活
環
境
を
著
し
く
損
な
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
野
外
で
の
廃
棄
物
焼
却
行
為
、
ま
た
、
一定
の

構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
廃
棄
物
焼
却
炉
の
使
用
は
法

律
や
条
令
等
（
一
部
の
例
外
を
除
き
）に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
違
反
者
に
対
し
て
罰
則
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

廃
棄
物
焼
却
行
為
（
野
焼
き
）
の
禁
止
例
外

⑴
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め

に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

⑵
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、

応
急
対
策
又
は
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

⑶
風
俗
習
慣
上
又
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な

廃
棄
物
の
焼
却

⑷
農
業
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も

の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

⑸
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
焼
却
で
あ
って
軽
微
な
も
の

「
軽
微
な
焼
却
」
と
は
、
煙
の
量
や
臭
い
等
が
近
所
の
迷
惑
に

な
ら
な
い
程
度
（
少
量
）
の
焼
却
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
野
焼

き
禁
止
の
例
外
規
定
と
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
煙
等
に
よ

り
周
辺
住
民
の
生
活
環
境
へ
著
し
く
影
響
を
与
え
る
な
ど
、

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
改
善
命
令
等
の
行
政
指
導
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

罰
則
規
定

　

違
反
者
に
は
次
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
，０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　

改
善
命
令
に
従
わ
ず
、
常
習
的
に「
野
焼
き
」
を
行
っ
た
場

合
、津
山
警
察
署
へ
告
発
し
、し
か
る
べ
き
措
置
を
図
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
民
環
境
課　

河
中　

☎（
０
８
６
８
）５
４-

２
９
８
４

奥
津
公
共
墓
地
及
び

箱
公
共
墓
地
の

　

  

購
入
者
募
集

鏡
野
町
奥
津
４
８
６-

１
番
地

（
道
の
駅
奥
津
温
泉
の
国
道
を
挟
ん
で
向
か
い
側
）

奥
津
公
共
墓
地

鏡
野
町
箱
１
５
１
番
地
（
上
野
寺
の
下
）

箱
公
共
墓
地

各
20
平
方
メ
ー
ト
ル

墓
地
の
面
積

１
区
画　

１
０
５
万
円
（
消
費
税
込
み
）

価　

格

鏡
野
町
役
場
奥
津
振
興
セ
ン
タ
ー
内

地
域
振
興
課

☎（
０
８
６
８
）５
２-

２
２
１
１

問
い
合
わ
せ
先

町
営
住
宅
入
居
者
を
募
集

　

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ

れ
る
人
は
、
申
込
期
限
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

住

宅

名
定
住
促
進
住
宅　

エ
コ
ロ
マ
ン
の
丘

所

在

地
鏡
野
町
富
西
谷
１
６
９-

１
２

募

集

戸

数
１
戸

間

取

り
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

構

造
木
造
２
階
建
て

家
賃
（
月
額
）
５
０
，
０
０
０
円

共
益
費
（
月
額
）
無
し

敷

金
家
賃
の
３
か
月
分

入

居

条

件
○
鏡
野
町
に
居
住
又
は
永
住
を
前
提
と
し
て

家
族
で
転
入
及
び
転
入
が
確
約
で
き
る
人

○
鏡
野
町
を
愛
し
、
町
民
の
一
人
と
し
て
地

域
に
融
和
で
き
る
人

○
世
帯
主
の
年
齢
が
40
歳
未
満
で
、
現
在
小
学
生

以
下
の
子
供
が
い
る
か
将
来
見
込
ま
れ
る
人

○
年
間
所
得
が
１
０
０
万
円
以
上
あ
る
人

○
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人

○
地
方
税
の
滞
納
が
な
い
人

○
申
請
者
又
は
同
居
親
族
が
暴
力
団
員
（「
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な

行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
員
を
い
う
。）で
あ
る
場
合
に
は
、
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

そ

の

他
定
め
ら
れ
た
条
件
で
20
年
間
生
活
し
、
更
に
永

住
の
意
思
の
あ
る
方
は
、
入
居
中
の
家
屋
及
び

土
地
を
そ
の
ま
ま
無
償
譲
渡
い
た
し
ま
す
。

申

込

期

限
平
成
22
年
９
月
24
日
（
金
）

入
居
予
定
日
平
成
22
年
10
月
下
旬
の
見
込
み

申

込

み
・

お
問
い
合
わ
せ
先

鏡
野
町
役
場
建
設
課

（
☎
０
８
６
８-

５
４-

２
９
８
９
）


